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[bookmark: _Toc184976612]はじめに　〜メンタルヘルス対策の目的〜
　近年、地⽅公務員のメンタルヘルス不調（以下「、（メンタル不調）」という）」による休職者は、全国的に増加傾向となっています。本市においても、様々な要因によりメンタル不調により療養を要する職員が増えています。
地方自治体は、地方公務員法（(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)において、公務能率を維持・確保することが定められていますが、行政課題が複雑化・多様化する中で、住⺠ニーズに応え、質の高い行政サービスを提供していくためには、職員⼀⼈ひとりが、その能力を十分に発揮できるように⼼⾝共に健康であることが極めて重要です。
　そのため、本市では、メンタルヘルス対策を組織的・計画的に取り組むべき重要課題と位置付け、基本方針や各関係者の具体的な役割等について定めた「○○市メンタルヘルス対策に関する計画」（以下、「本計画」という。）を策定することとします。

◆地方公務員法
(目的)
第一条　この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。


[bookmark: _Toc184976613]第１　メンタルヘルスの現状と課題
[bookmark: _Toc184976614]１　地方公共団体におけるメンタルヘルスの状況
　近年、地⽅公務員のメンタル不調による休務者が全国的にも増加傾向にあることが、各種調査から明らかになっています。

　(1) 総合的なメンタルヘルス対策に関する研究会[footnoteRef:1])「令和２年度メンタルヘルス対策に係るアンケート調査」[footnoteRef:2]) [1: ) 「令和３年度総合的なメンタルヘルス対策に関する研究会報告書」（令和４年３月29日公表、総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室、地方公務員災害補償基金、一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会）
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei13_02000095.html]  [2: ) 「令和２年度メンタルヘルス対策に係るアンケート調査」（令和３年12月24日公表、総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室）https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei13_02000090.html] 

　地⽅公務員のメンタルヘルスの実態を把握するために、全都道府県・市区町村の⾸⻑部局職員を対象に初めて実施したアンケート調査（令和２年度）では、９割近い団体で、メンタル不調により１週間以上休んだ職員がおり、その総数が 21,676 ⼈（調査対象職員数に対して 2.3%）であることが明らかになりました。

[bookmark: _Toc154587188][bookmark: _Toc154587219](2) 一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会「地方公務員健康状況等の現況」[footnoteRef:3]) [3: ) 「地方公務員健康状況等の現況」（令和４年12月公表、一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会）（対象職員数：約80万人（主に首長部局の一般職員の約62％に相当。警察職員、消防職員及び教員は対象外。）、調査対象団体：351団体）https://www.jalsha.or.jp/tyosa/result/] 

[bookmark: _Toc154587189][bookmark: _Toc154587220]　標記調査における疾病等による休業１か⽉以上の⻑期病休者の推移を見ると、精神及び⾏動の障害により⻑期病休となっている⼈数は、右肩上がりに増加しており、令和３年度においては職員10万⼈あたりで 1,903⼈となっています（図１）。
　この数値は、前年度から約１割増加し、10年前（平成23年度）と比較すると 1.6倍となっており、その他の疾病がほぼ横ばいであることからも、メンタル不調による⻑期病休者の増加が顕著であることがうかがえます。

(3) 総務省「令和３年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査」[footnoteRef:4]) [4: ) 「令和３年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」（令和４年12月26日公表、総務省自治行政局公務員部公務員課、安全厚生推進室）
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02gyosei11_04000122.html] 

[bookmark: _Toc154587191]　メンタル不調による休務者数の状況に関して、⾸⻑部局を含めた「全部局」の職員を対象とした全数調査を初めて実施したところ、令和３年度において全国で 39,397 ⼈（在籍職員数に対して 1.2％[footnoteRef:5]）のメンタル不調による休務者がいたことが明らかとなりました（図２）。 [5: ) 在籍職員数は約323.7万人（常勤職員のほか、常時使用する臨時・非常勤職員を含む。）であり、当該人数に占める、令和３年度中にメンタルヘルス不調により引き続いて１か月以上の期間、病気休暇取得又は休職した職員数の割合。（参考：国家公務員は1.5％（令和２年度における精神及び行動の障害による長期病休者の割合）（令和３年度人事院年次報告書））] 




(4) 株式会社Office d’Azur「メンタルヘルス対応支援パイロット事業」報告書
　株式会社Office d’Azurが、「業務的健康管理」に基づくメンタルヘルス対策に沿った対応を支援する、令和3年度に実施した「メンタルヘルス対応支援パイロット事業」[footnoteRef:6]では、地方自治体に次のような共通課題があることも明らかになっています。 [6: 「地方自治体におけるメンタルヘルス対応パイロット事業成果報告書」（令和３年8月公表、株式会社Office d’Azur）なお、パイロット事業参加自治体数は７自治体、対応事例数は11事例。] 


· メンタルヘルス不調で休む職員や、療養と復職を繰り返す職員が増えている。
· 時期尚早であっても、主治医が「復職可能」と判断したら復職を認めざる得ないことがある。
· 職場復帰したが求められる業務が十分に遂行できず他の職員に過度な負担がかかっている。
· メンタル不調により長期療養や休職期間満了が近い職員がいるが、対応方法が分からない。
· 人事担当者の異動により、一貫した対応ができない。



[bookmark: _Toc184976615]第２　○○市の現状とこれまでの取り組み
[bookmark: _Toc184976616]　１　○○市の現状
　本市も他の地方自治体と同様の傾向にあり、平成○年時と比較して、令和○年時におけるメンタル不調による休務者はおよそ○倍となっています。また休務者全体における休務の事由についても、「精神及び行動の障害によるもの」が占める割合が増加傾向にあります。

[bookmark: _Toc184976617]　２　これまでの取り組み
(1) 病気休暇及び病気休職の通算制度の導入（○○年）
国は、「病休制度」の適切な運用を図るために、平成22年に人事院規則等を改正し、病気休暇・病気休職（以下、「病休等」という。）の通算制度を導入しました。県内でも多くの団体が病休通算制度を導入していたことから、本市でも、令和４年度に、病気休暇及び病気休職の期間を通算する制度を導入しました。
· 原則1年以内に、同一の症状を起因とする病気休暇・病気休職を繰り返し取得する場合は、前後の期間を通算する。
· 「（連続7日未満）病気休暇」であっても、頻繁に繰り返すものは期間を通算する。

(2) 「○○市分限処分に関する指針」の策定（○○年）
本市では、法に規定する分限処分について、○○市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（ 昭和41年○○市条例第36号。）に定めるものの他、具体的な手続き等を定めるものとして、令和５年6月に「○○市分限処分に関する指針」を策定しました。
[bookmark: _Toc154587194][bookmark: _Toc154587221][bookmark: _Toc154587195]この指針では、心身の故障があると思われる職員に対して、職員の健康増進及び安全の確保に必要な措置を講ずることと定めており、心身の故障により分限休職処分や分限免職処分を行う際の流れについて整理しました。

[bookmark: _Toc154587196]

[bookmark: _Toc184976618]第3　基本的事項
[bookmark: _Toc184976619]１　基本方針
様々な行政課題に適切に対応し、住民のニーズに応えるためには、業務にあたる職員一人ひとりが心身共に健康で、その能力を十分発揮できる状態を整える、「心の健康づくり」が重要です。
[bookmark: _Hlk121247512]メンタルヘルス対策の関係者は、職員本人や所属部局のみならず、職員課や、産業医・産業保健スタッフなど幅広いことから、組織トップのリーダーシップの下で全庁的な取組体制を確保し、各関係者が緊密に連携して取り組むとともに、中長期的な視点から計画的かつ継続的に実施されることが求められます。
[bookmark: _Hlk125106378]さらに、メンタルヘルス対策の実施状況やその効果を評価し、問題点を改善していくことによって、より良いメンタルヘルス対策を計画的かつ継続的に実施していく必要があります。
　本市では、メンタルヘルス不調職員だけではなく、全ての職員の「心の健康づくり」を推進し、明るく活力に満ちた職場づくりに取り組むことを目指すこととし、次の４つの基本方針を踏まえたメンタルヘルス対策に取り組みます。

【基本方針】
1 ○○市は、全体の奉仕者として「職場は働く場所である」という大原則に基づいた健康管理を行います。
2 職員は、公務能率の維持・確保、市民サービスの向上のために、心身の健康維持のための自己健康管理だけでなく、他の職員の健康にとっても有用たる快適な職場づくりにも取り組みます。
3 職員は、メンタル不調により業務に支障が生じる場合は、速やかに療養するものとします。
4 ○○市は、メンタル不調により病気休暇（休職）を取得する職員に対して、十分な療養及び復帰準備の機会を与え、再発予防と業務遂行能力の回復を徹底します。

[bookmark: _Toc184976620]２　計画期間
令和６年４月から令和11年３月までの５年間を計画期間とし、年度ごとに取組状況などについて評価を行い、社会情勢や国の政策の動向などを踏まえ、必要に応じて計画期間を見直すこととします。

[bookmark: _Toc184976621]３　目標・評価
メンタルヘルス対策を効果的に推進するため、効果指標と目標を定め、関係するメンタルヘルス対策とその成果について、年度ごとに適切な評価と検証を行い、必要に応じて改善を図り、メンタルヘルス対策の施策に反映することとします。


	○効果指標と目標

	指標
	計画策定時
令和●年度
	令和●年度
	
	令和●年度
	目　標
令和●年度
	現状値
(令和●年度末)
	達成度
(※)
	評価の理由等

	メンタル不調による休務者数
	1,000人
	900人
	
	600人
	500人
	
	
	

	メンタル不調による休務者のうち、過去に休務歴がある人の割合
	600人
	3550人
	
	1400人
	3050人
	
	
	

	メンタル不調による休務から復帰した人の人事評価の平均
	2.220人
	2.818人
	
	3.213人
	3.310人
	
	
	

	復職者における再療養のハザード比

・・・
	1.000
	0.892
	
	0.475
	0.232
	
	
	


※達成度　　Ａ：目標を上回って達成　　Ｂ：目標を達成　　C：目標を未達成

（またメンタルヘルス不調による休務者数の変化や再療養を必要とした復職者の割合などは、複数の要因の影響を受けることから、年齢（年代）・性別・職種・休務期間を考慮（統計学的に調整）したうえで、瞬間再療養率比であるハザード比を、計画期間前を対照として算出することも検討する（計画期間前よりも、減少していれば１よりも小さい推定値が得られることが期待される））。

[bookmark: _Toc184976622]４　推進体制
職員の心の健康状態に配慮し、メンタルヘルス対策を効果的に実施するためには、組織トップのリーダーシップの下で、職員、所属長、職員課、産業保健スタッフ、総括安全衛生管理者、安全衛生委員会等が緊密に連携し、心の健康づくりに向けてそれぞれの役割を果たすことが求められる。

(1)　職員
全ての職員（所属長・職員課・産業保健スタッフを含む。）は、職務専念義務などさまざまな義務や役割が法律で定められており、これらのルールを守って、全体の奉仕者として働くことが求められています。
職員一人ひとりが能力を最大限に発揮し、住民サービスの向上に寄与するためには、心身が健康な状態である必要があります。また、周りの職員と良好な人間関係を構築し、職場の風紀秩序を維持することに協力する必要もあります。そのため職員は、自らのストレスを予防・軽減するために、ストレスに対処するための知識や方法を身に付け、必要に応じて健康相談を利用すること、日頃から同僚等周囲と良好な人間関係を保つように努力することが求められます。
また休職中の職員は、復職プログラムに沿って十分な療養及び復帰準備に取り組み、再発予防と業務遂行能力を回復させた上で、職場復帰を目指すことが求められます。

(2)　所属長
所属長は、所属職員の労務管理や業務管理を行う必要があり、日頃から生産性の向上や働きやすい職場づくりなど、職場環境の改善に中心となって取り組む必要があります。
また所属長は、職員が業務遂行できてない場合、まずは指摘をする役割を担います。そのうえで、問題が解消されない場合には、職員課・産業保健スタッフと連携して問題の対処を図る必要があります。産業保健スタッフ等により、業務遂行上の支障の背景に心身の不調があるのではないかとの意見がある場合には、職員課と連携し、職員の安全健康確保のために、療養導入を前提として問題への対処をしなければならない心構えをしてください。
一方で所属長は、医療の専門家ではないので、医療的な知識や技術を前提とした医療的健康管理は求めません。所属長には、業務的健康管理として、業務上の問題解消や周りの職員の負担軽減、職員が復帰した際の適切な業務指示などの労務管理に専念し、職員に最も近い立場として適切な対応を取る役割があります。

(3)　職員課
職員課は、職員全体の労務管理を行う立場にあり、所属長だけでは判断や解決が難しい労務管理上の諸問題に対して助言や支援を行うことが求められます。また、メンタルヘルス不調に対する、「業務的健康管理」と「医療的健康管理」の視点は、冷静に計画を策定する場面においては極めて機能的に役立ちますが、一方で目前のケースの対応をしていて、やや冷静さを欠いている場面においては、知らないうちに「医療的健康管理」に偏ってしまうことがよくあることがわかっています。職員課は、当事者に対して、極端に寄り添いすぎるようなことなく、適切な距離を保ちながら、所属長の状況に対しても的確にフィードバックを行う役割があります。
また、職場復帰プログラムの運用を中心的に担う立場にあり、職員がメンタル不調により病気休暇・休職する場合には、復職プログラムに沿った対応を取る必要があります。
一方で、所属長と同じく、医療の専門家ではないため、医療的な知識やスキルを前提とした対応ではなく、あくまで労務管理の視点から事態を整理して対応する必要があります。

(4)　産業保健スタッフ
産業保健スタッフは、職場における唯一の医療知識・スキルを有した専門職です。そうした立場から、メンタルヘルス対策に関して各関係者から相談等があった場合には、医療的な観点からの助言や支援を行います。
ただし、あくまでも大原則は満たせているという前提のなかでのみ、医療職の意見は採用する余地があります。具体的にいえば、「病状悪化のおそれがあるので療養が望ましい」という意見については、疑念を挟む余地はなく、療養導入をする方針で、関係者全員がこれを実現する必要があると言えるでしょう。一方で、医療職が「働ける」あるいは「配慮をすれば働ける」との意見を述べた場合、前者については、本質的に医学、医療は働けるかどうかの判断に寄与しえないことを関係者で確認し、当該医療職に通知すべきです。後者については、大原則としての完全な労務提供が可能であることを前提として、配慮の必要性について検討することはできても、配慮ありきで就業可能かどうかを判断するという順序での対応はできないことを、当該医療職に通知する必要があります（以上の整理をすると、医療職としてはこうした意見をすることについて、自ら慎重であることが最も望ましい態度であると言えます）。
産業医は、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）の定めに従って、職場環境の維持管理、健康相談、職場復帰及び職場適応の支援など職員の健康の保持増進を図るため、助言・指導を行う役割があります。なお労働安全衛生法に定められた勧告について、安易にこれを行使しようとする産業医もいますが、本来は、行使に先駆けて事業者との協議の機会をもつことなどが想定された制度であることも理解しておく必要があります。

(5)　総括安全衛生管理者
総括安全衛生管理者は、職場における職員の健康を確保する責務（安全配慮義務）を認識するとともに、職員の心の健康づくりを推進するため、職員及び所属長に対して、職員の心の健康づくりの方針を明示し、必要な環境及び体制の整備に努める役割があります。

(6)　安全衛生委員会等
職員の心の健康づくりを推進するためには、一次予防から三次予防までの各予防対策が組織的かつ計画的に行われるようにすることが重要です。そのため、安全衛生委員会等の場において職場の現状、問題点、施策の改善等を調査審議し、積極的に推進する必要があります。

[bookmark: _Toc184976623]５４　メンタルヘルス対策の体系
メンタルヘルス対策に組織的に対応するために、職員、所属長、職員課、産業保健スタッフ等の関係者は、それぞれの役割に応じて次に掲げる事項に取り組みます。
ただし○○市における二次予防は、「メンタルヘルス不調そのもの」を早期発見しようとしているのではなく、「業務遂行上の支障の早期発見・早期対処」により、間接的に「メンタル不調の早期発見」を達成しようとしている点に注意が必要です。

· 一次予防	メンタル不調の未然防止
· 二次予防	メンタル不調の早期発見、適切な措置
· 三次予防	メンタル不調職員の職場復帰支援，再発防止



	
	職員
	所属長
	職員課
	産業保健スタッフ

	一次予防
	①法令・条例・規則等の遵守
②自律的な健康管理
③良好な職場環境への貢献
	①日々の業務管理及び労務管理の徹底
②基本的な知識の習得、相談対応技能のスキルアップ
③長時間労働の縮減と業務の効率化・平準化
④職場環境改善への取り組み
	①所属長の労務管理の支援
②労務管理・業務管理の観点からの各種研修の実施
③過重労働の禁止
	①職員からの健康相談の対応

	二次予防
	①職務遂行上の支障が生じた場合の早期療養
②療養の勧奨を受けた場合の早期療養
	①「職務遂行」不調者の早期発見と職員課との連携
②「間接的な」職員の健康状態の把握
	①療養導入における中心的な役割
②安全配慮義務の履行
	①早期療養の勧奨


	三次予防
	①復職プログラムに沿った対応
②職場復帰後の再発防止
	①復職プログラムに沿った対応
②復帰した職員の業務管理及び労務管理
	①復職プログラムの運用
②職場復帰後の職員の管理
	①復職プログラムの運用支援
②職場復帰後の職員の管理


[bookmark: _Toc154587202][bookmark: _Toc154587224]

第４　メンタルヘルス対策の基本的な考え方最後に修正

[bookmark: _Toc184976625]１　基本的な考え方
上記の基本方針のとおり、私たち公務員は、全体の奉仕者として職務に専念する義務を負っています。また、地方公共団体は、安定的に住民サービスを提供するために、公務能率を維持・確保する必要があります。そのため、単にメンタル不調職員だけをケアするという観点のみならず、人事労務管理という観点から、所属長や同僚職員をも包含した職員全体の観点を含めたうえで、このメンタルヘルス問題に取り組むことが求められます。
近年、メンタル不調により療養を要する職員は増加傾向にありますが、不調職員を抱える職場では、多大な負担を強いられている現状があります。
健康管理には、次に示すように大きく「医療的健康管理」と「業務的健康管理」がありますが、本市のメンタルヘルス対策は、「職場は働く場所である」という大原則に基づいて「業務的健康管理」に重点をおき、職員の業務遂行能力に視点をおいて対応するものとします。

◆地方公務員法
（服務の根本基準）
第三十条　すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
（法令等及び上司の職務上の命令に従う義務）
第三十二条　職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
（職務に専念する義務）
第三十五条　職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。


[bookmark: _Toc154587203][bookmark: _Toc154587225][bookmark: _Toc184976626]２　二つの健康管理
　職場の健康管理は、「医療的健康管理」と「業務的健康管理」の二種類に整理できます。

＜二つの健康管理＞
	
	業務的健康管理
	医療的健康管理

	目　的
	就業に支障の無い労働力の確保
	個人の健康増進・疾病予防

	責　任
	事業者の義務（労働安全衛生法他）【義務】
	やらないよりはやった方がよい【任意】

	根　拠
	業務命令にもとづく
労働者も、必ずやらなければならない
	個人の希望に基づく支援
労働者にとっては、福利厚生的な位置付け

	担い手
	所属長及び職員課
（産業医・保健職は助言する）
	医療の専門家
（医療的な知識やスキルがない上司・職員課にはできない・すべきではない）



医療的健康管理とは、病院で行われる医療をモデルとした健康管理のことを指します。病院における診療場面のように、あくまで個人を対象とした「部分最適化」、つまり個々人の、病気からの回復や健康の維持・向上に主眼を置いて対応する健康管理です。そのため、医療的健康管理は、事業者に義務付けられているものではなく、あくまで職員の希望に基づいて行う、福利厚生的な健康管理サービスとして位置づけられます。逆に言えば、職員が希望しない（拒否する）場合には、たとえ客観的にみて、業務上の合理性を有する解決法があったとしても問題の解決に進むことができないという大きな弱点を負っています。
一方で、業務的健康管理は、職場における業務の一環、労務管理の一環として対応する健康管理です。業務的健康管理の目的は、公務能率の維持・確保に必要な労働力を確保することにあり、「全体最適化」、つまり市全体あるいは部署単位での公務能率の維持・確保、生産性の向上を目指すものです。業務的健康管理は、労働安全衛生法等で事業者に義務付けられた健康管理であり、事業者としての義務を果たすために、必要があれば職員に業務として命令をすることもあり得ます。

医療的健康管理と業務的健康管理は、どちらか一方だけで良いというものではありません。所属長や職員課は業務的健康管理を担い、産業保健スタッフが医療的健康管理は担う、というように、関係者が役割分担をして、両方を組み合わせて対応すべきものです。逆に、所属長や職員課など医療的な知識のない職員が医療的健康管理を行うことは適切ではないため、本市のメンタルヘルス対策は、業務的健康管理を基本として対応することとします。

[bookmark: _Toc154587204][bookmark: _Toc154587226][bookmark: _Toc184976627]３　メンタルヘルス対策の大原則（運用に懸念が生じた際に立ち返るべき原点）
私たち公務員は、全体の奉仕者として職務に専念する義務があり、職場では通常勤務をしなければなりません。そのため、「職場は働く場所である」、つまり職場では通常勤務を行うことが大前提である、という大原則に基づき、メンタルヘルス対策を行います。以下で説明する、三原則に整合しない場面に遭遇した場合には、大原則に立ち返ってあらためて検討し直すことで、事態を明快に整理することができます。

【通常勤務とは】
· 業務面　職位相当の業務を遂行できているか。業務の質・量ともに求められる水準に達しているか。
· 労務面　職場のルールや服務規律等を守って、勤怠の乱れなく仕事をしているか。
· 健康面　就業に支障のある健康上の問題はないか。業務遂行によって健康上の問題は生じないか

[bookmark: _Toc184976628]４　メンタルヘルス対策の三原則（目前のケースに対応するための運用ルール）
メンタル不調により療養と復職を繰り返す大きな要因として、療養が不十分な状態での復職を認めていること、また、本来は療養が必要な状態なのに就業継続を認めていることが考えられます。
そのため、本市のメンタルヘルス対策では、職場では通常勤務することを原則とし、通常勤務に支障が生じている場合には、速やかに療養に専念し、「復職プログラム」に基づき段階的に復帰準備に取り組み、通常勤務が可能な状態になったことを確認してから復職を認めることとします。

(1)　第一原則｜通常勤務できているかで判断する
　心身の不調により業務遂行に問題が生じている場合または心身の不調が背景にあると疑っている場合、病気に焦点をあてた対応をとりがちですが、医学的な知識がない所属長等がこの観点から問題解決を図ることは難しく、対応を誤る場合もあります。
職場が働く場所であるという大原則や業務的健康管理の考え方に基づくと、心身の不調により業務遂行に問題が生じている場合は、一旦病気や病名等を棚上げし、まずは通常勤務ができているかで判断するという共通認識をもつことが極めて重要です。

(2)　第二原則｜通常勤務に支障がある場合は休ませる
　私傷病が背景にある場合、通常勤務ができなくても仕方がないと考えがちですが、私傷病だからといって、通常勤務ができないことは認められず、勤怠の乱れや不適切な業務執行、業務命令違反は許されません。私傷病が理由として認められているのは、病気休暇の取得などに限られています。
そのため、私傷病により通常勤務に支障が生じる場合は、一定期間休んで療養する必要があります。また、仮に復帰を希望しても、通常勤務に支障がある場合は、療養を継続するしかありません。
また、長期療養者が増加している現状を踏まえると、病状が悪化した状態で療養を開始して、結果的に療養期間が長くなるよりも、早めに療養を開始して、十分に療養することが、結果的に早期回復、早期復職、再発のない安定継続就労につながると考えられます。

(3)　第三原則｜配慮付き一時勤務は慎重に限定的に行う
第二原則の通り、「通常勤務に支障がある場合は休ませる」ことが原則ですが、すぐに休ませることが難しいケースもあります。この場合は、一時的に配慮付きの勤務を認めますが、関係者が慎重に検討した上で、条件を明確に設定し、短期間（最長２週間程度）かつ１回のみ実施することとします。
ただし、配慮付き一時勤務を実施中、あるいは解除後に職員の体調が悪化したと職員本人が申し出た場合、あるいは就業上の支障が改善しない場合は休んで療養に専念することを条件とし、当該職員や関係者間にも説明しておく必要があります。
また配慮が一時的なものとして解消される見通しがたたない場合、あるいは最初から一時的ではない配慮を前提としたような医学的意見が述べられた場合などは、ケース対応のためのルールである三原則での対応を継続するのではなく、そもそも大原則を満たしているのかという根本的な観点からの検討を冷静に行うことが求められます。
なお、配慮付き一時勤務は復帰直後の一定期間に行う場合がありますが、この詳細は別途定めるものとします。


[bookmark: _Ref42006515][bookmark: _Toc184976629]第５　メンタルヘルス対策の具体的な取組
メンタルヘルス対策における、一次予防・二次予防・三次予防各関係者の具体的な役割及び取の具体的な取り組みり組み内容は次のとおりです。

１　職員
全ての職員（所属長・職員課・産業保健スタッフを含む。）は、職務専念義務などさまざまな義務や役割が法律で定められており、これらのルールを守って、全体の奉仕者として働くことが求められています。
職員一人ひとりが能力を最大限に発揮し、住民サービスの向上に寄与するためには、心身が健康な状態である必要があります。また、周りの職員と良好な人間関係を構築し、職場の風紀秩序を維持することに協力する必要があります。

[bookmark: _Toc184976630]（１）１　一次予防：心の健康の保持増進とメンタル不調の未然防止
(1)①　職員法令・条例・規則等の遵守
· 職員は、地方公務員法等において、法令遵守や職務専念義務、業務命令に従うことなど、さまざまな義務が定められています。メンタルヘルス対策の前提として、法令を遵守し、決められたルールを守って働くことが大原則です。
· 
· 
②　自律的な健康管理
· 職員が、心身ともに健康であるためには、職員自らが、ストレスや心の健康についての理解を深め、適切なストレス対策を講じることが重要です。ストレスチェックなどを活用し、自身のストレスへの気付きを促す機会とすることも有効です。
　また
、また、身体的な不調からメンタル不調に至る場合もあるため、職員は、運動・食事・休養のバランスに留意して、健康的な生活を心がけるとともに、定期健康診断の有所見項目について、通院や生活習慣の改善など、自律的な健康管理に取り組みます。なお、有所見項目について、単に受診・服薬しているということでは足りず、結果を改善し、それを示すところまでが職員の役割であると考えます。
· 
· 
· ③　良好な職場環境への貢献
· 職場での人間関係は職員の業務パフォーマンスに良好な影響を与える場合もあれば、逆に望ましくない影響を与えることもあります。職場は職員一人ひとりで構成されており、良好な職場環境を維持するためには、職員一人ひとりが、他の職員と適切なコミュニケーションを取りながら、互いに協力することが必要です。また、職場環境の改善については、各職員も職場の一員として、所属長に協力して積極的に取り組むことが求められます。

(2)　所属長
· 所属長は、所属する職員の業務管理（業務分担や進捗状況の確認、指示など）や、労務管理（時間外勤務命令、労働時間の管理）を行います。勤怠の乱れや業務遂行に支障がある職員に対しては、速やかに職員の勤務状況を把握し、適切な指導を行います（体調そのものを把握しようとすることは求めていません）。
　また勤怠の乱れや業務遂行に支障がある職員に対して、自己判断で勝手にメンタル不調の存在を疑い、結果として適切な業務管理・労務管理が行えていない状況は、所属長としての役割を果たしているとは言えません。他の職員との公平性の観点からも速やかに対応することが求められますので、留意してください。なお、有給休暇の事後申請を繰り返すなど、有給休暇制度の不適切な運用をしている職員に対して、同様にメンタル不調を疑うがゆえに、適切に指導できていない場合が散見されます。たとえ、私傷病が背景にあったとしても、服務規程に沿って、適切に事前に申請・取得させるものであることにもとづく運用からの逸脱がないように留意してください。
· 所属長は、所属する職員に対してメンタルヘルス研修会への参加を促すなど、職員自身によるメンタルヘルスに関する正しい知識や対処等の習得を支援します。また所属長自身も、一職員として、メンタルヘルスに関する基礎知識、コミュニケーションスキルや相談対応など知識の習得のための研修に参加するとともに、業務的健康管理を適切に運用できるよう労務管理・業務管理に関する、最新の基礎知識や対処方法等の必要なスキルの習得を図ることで、あるべき適切な対応を取ることができるように努めます。
· 所属長は、長時間労働が職員の健康に与える影響を考慮し、職場内の勤務状況やストレスチェックの集団分析結果を活用し、長時間勤務の縮減を図るとともに、業務の効率化、職員間の負担の平準化に取り組みます。なお、職員間の公平性に配慮する対応は、メンタル不調の一次予防としても大変重要なものであることも認識してください。
· 生産性の向上や働きやすい職場づくりなどの職場環境の改善は、住民サービスの向上に資する上で大変重要です。また、公務能率の維持・確保のためには、負担の偏りが生じることがなく、職場全体の職員にとって働きやすい職場環境であることも必要です。そうした観点から、所属長は日頃から職場環境改善に取り組みます。

(3)　職員課
· 職員課は、職員が自らのストレスを把握できるよう、年１回ストレスチェックを実施する機会を設け、個人の結果には、セルフケアの方法や医療機関、産業医等が行う相談窓口等の案内を掲載するなど、職員自身によるメンタルヘルス対策の一次予防を支援します。また、高ストレス者については、産業医の面接指導の周知を図ります。ただし、異動をはじめとする業務管理・労務管理に関することは、産業医の面接指導で取り扱う内容ではなく、また産業医にこうした裁量があるわけでもないことについて、誤った期待にもとづく面接指導の申し込みがないかどうか、申込みをした職員に対して、丁寧に確認をしたうえで、面接指導を産業医に依頼するという役割が求められます。
· 職員課は、時間外勤務を抑制するため、ノー残業デーの徹底を図ります。また、時間外労働の上限時間を超えた場合には、所属長に現状を分析し、改善を促すなどにより長時間勤務の抑制に努めます。
　なお、時間外勤務が1箇月当たり100時間以上、または2～6箇月平均で80時間を超えた職員には、産業医による面接指導を実施します。
· 職員課は、メンタルヘルスに関する研修会等を開催し、情報提供を行います。特に、新規採用職員に対しては、メンタルヘルスの知識習得やコミュニケーション能力の向上に関する研修を実施します。所属長に対しては、労務管理・業務管理に関する研修を実施します。
· 職員課は、職場等におけるハラスメントを防止するために、研修会の開催や参加促進、情報提供を行います。また、職場でのハラスメント等（疑いのあるものも含む。）に関する相談があった場合には、「○○市職員ハラスメント等の防止及び対応に関する指針」に沿って、関係者と連携し、適切に対応することとします。
　なお、ハラスメントは一般的には、メンタルヘルス不調等の要因となると安易に考えられがちです。しかしながら「ハラスメントが原因」で、「健康障害が結果」であるとの職員からの相談に対して、前者である「ハラスメントが原因」かどうかについては、指針に沿って関係者が判断をするものであり、少なくとも産業保健スタッフは言及する権限を有さず、上記のように窓口を紹介するに留める慎重な態度が求められます。一方で、後者である「健康障害」に対してアドバイスをすることは産業保健スタッフの本来的役割であると言えます。職員課としては、こうした整理を的確に行った後に、産業保健スタッフに対して健康アドバイスのみを求めるよう勧奨することは差し支えありません。
· 所属長が日々の労務管理を行う中で、勤怠の乱れや業務能率の低下、職場環境の悪化等について、所属長だけで対応することが難しい場合は、職員課が連携して、労務管理に関する助言や支援を行う必要があります。その際に、職員課は、労務管理の観点から助言・支援を行うことが重要であり、職員との物理的・心理的距離が近い所属長の状況を勘案して、冷静かつ客観的な視点を持つことを心掛ける必要があります。

(4)　産業保健スタッフ
· 産業保健スタッフは、職員から健康管理に関する相談があった場合、医学的な観点からの助言を行い、相談については、職員の主体性を尊重することを心掛けます。ただし、職場内の問題など人事労務に関する相談には対応できないため、職員課の紹介や相談窓口等の案内を行います。
　なお相談内容については、基本的に秘密事項となりますが、医学的な観点から直ちに療養すべきであると判断した場合には、たとえ本人の同意が得られなくても、適時に所属長や職員課と情報共有することを、産業保健スタッフは、事前に相談者に説明しておく必要があります。


[bookmark: _Toc184976631]２　（２）二次予防：メンタル不調の早期発見・早期対応
(1)　職員
· ①　職務遂行上の支障が生じた場合の早期療養
· 職員が、心身の不調により療養する必要がある場合には、職務専念義務を免除し、療養や復帰準備に専念できるよう、病気休暇や病気休職の制度が整備されています。心身の故障が生じた場合には、療養に専念し、早めに治療等を受けるようにしましょう。
· 
· 
②　療養の勧奨を受けた場合の早期療養
· 職員自身では、心身の不調を認識できないこともあるため、産業保健スタッフから療養を勧められた場合には、その勧めに従って療養に専念する必要があります。また、所属長や職員課から業務上の支障について、複数回にわたって指摘をされたにもかかわらず、また自身の職務に対する誠実な考えに変わりはないにもかかわらず、問題を解消できない場合には、自身で認識していない心身の不調があるのかもしれないということを振り返ることも必要です。

(2)　所属長
· 所属長は、職員の通常勤務に支障が生じている場合は、職員と面接を行ない、まず支障が生じている旨について明確に当該職員に伝え、勤務上の問題点について注意指導を行います。職員の状況を把握する際には、医学的な視点に踏み込まないように注意するとともに、特に支障の生じている理由が疾病等であって仕方ないと当該職員が考えている場合には、速やかに職員課とも連携し、問題の解消を図るか、あるいはいったん療養に専念させて問題の解消は保留するべきかについて判断をします。それでも状況が改善しない場合には、当該職員の安全確保、市としての公務能率の維持・確保を図るために、職員課と連携して対応を行います。
　また、日々の業務管理や労務管理に取り組む中で、同じ指摘や注意指導を複数回繰り返しても改善しない職員がいる場合にも、同じく速やかに職員課と連携して問題の対処を図ります。こうした場合にあっては、指摘や注意指導を必ず続けるようにしてください。
　なお、通常勤務に支障が生じているにもかかわらず、一時的に業務量を軽減して様子を見るなどの自己判断による対応をとることは、本市の方針と整合しないだけでなく、安全配慮義務に違反するおそれもあります。所属長は、そのような対応を行う前に、職員課と連携した対応を行う必要があります。
· 所属長は、職員が相談しやすい環境や雰囲気を整え、職員からの自発的な相談に日常的に対応するよう努めます。なお、所属長が直接的に職員の健康状態そのものを把握しようとすることは、医学的な専門知識・スキル面で期待できるものではなく、またさまざまな副次的な問題を発生させることがあります。そのため健康状態の把握方法は、「通常勤務に支障を生じるような健康状態であるか、そうではないか」という、職員本人の認識を尋ねる方法を推奨します。
　仮に「通常勤務に支障が生じるような健康状態である」との認識であれば、速やかに職員課および産業保健スタッフと連携して療養導入へと繋げ、一方で、回答が後者であり「通常勤務に支障を生じるような健康状態はない」との認識なのであれば、いったんは所属長として勝手に疾病等の存在を疑うのではなく、業務上の指摘、指導を行います。また後者の結果として、問題が解決、解消ない場合には、そのまま所属長のみによる対応を続けるのではなく、職員課および産業保健スタッフと連携して対応するものとします。
　なお、長時間勤務等により過労状態にある職員や強度の心理的負荷を伴う業務を経験した職員、個別相談が必要と思われる職員にも、上記と同様の方法で所属長からも声かけを行うことは差し支えありません。

＜医療的な対応への注意＞
所属長は、医学的な知識やスキルがあるわけではないので、自己判断で私傷病を疑って対応することや、安易な受診勧奨などをしてはいけません。これらの対応は、場合によっては重篤な判断ミスや、疾病に対する差別的な取り扱いにも繋がりかねないため、一人で判断せずに、必ず職員課に相談し、連携して対応することが必要です。

(3)　職員課
· 職員が、職務遂行に支障が生じている状態であり、業務管理・労務管理による指摘・指導にもかかわらず改善せず、一方で繁忙期であること等を理由に、所属長が当該職員の業務の継続を望み、事後的に結果としてメンタルヘルス不調があったこと、あるいは悪化ことが判明することがあります（安全配慮義務の不履行）。
　職員課は、職員に対する事業者としての安全配慮義務の履行を優先し、事後的にしかわからないメンタル不調があるかないかということを考える前に、業務遂行上の支障が、複数回の適切な指摘・指導によっても改善しないことを確認した場合には、速やかに療養させる必要があります。
· 職員課は、職員が療養のため病気休暇・病気休職に入る場合、メンタル不調職員及び家族と面接し、「復帰支援プログラム」に沿った療養から職場復帰までの流れや手続について説明します。

(4)　産業保健スタッフ
· 産業保健スタッフは、業務上の支障の理由がメンタル不調によるものであると、支障が生じている職員自身が考えていることを知り得た場合や、産業医学的な観点や経験からメンタルヘルス不調の存在を疑う場合には、職員やその家族に対して、主に医学的な観点から療養が必要であり、就業継続が望ましくないことを、所属長や人事と連携して説明するとともに、必要に応じて療養の勧奨を行います。

[bookmark: _Toc184976632]３　（３）三次予防：職場復帰・再発防止
(1)　職員
· ①　復職プログラムに沿った対応
· 心身の不調により療養する職員のために、本市では「復職プログラム」を用意しています。
· 復職プログラムでは、まずは病気の早期治療・回復に向けて療養に専念します。心身の不調から回復した後は、復帰に向けて復帰基準を満たすために、段階をおって復帰準備に積極的に取り組みます。なお、職場への復帰可否は、「復職プログラム」で定める復帰基準に基づいて、主治医の意見を参考にしつつ、市として判断します。
· 職員は、職場に復帰した後、職務に専念する義務が生じ、他の職員と同様にルールに従って職務に邁進することが求められます。そのため、心身の不調を繰り返さず、安定継続的に勤務できるよう、再発防止策に取り組む必要があります。なお、心身の不調の再増悪により職務遂行上の問題が生じた場合には、速やかに療養に専念することとします。

＜復帰基準＞
（１）業務基準
・元の職場で以前と同じ職位・業務内容ができるまで回復していること。
・復帰後の業務効率・質・量等が、職位相当であり、実際に２ヶ箇月以内に職位相当であることを示すことができること。
・業務内容を職位相当以下とする質的軽減勤務は行わない。

（２）労務基準
・（１）の職務において週５日定時勤務で、服務規定規程通り働けるまで回復していること。
・時間どおり出勤して、決められた仕事ができること。遅刻や早退、当日の急な休暇の申請などがなくしっかりと勤務できること（本疾患以外の特別な事情であると人事課が判断した場合を除く。）。
・残業配慮は当初２箇ヶ月のみとし，それ以上の配慮の必要性が見込まれる場合は復帰の延期が必要と判断する（当初１箇ヶ月は、産業医学的観点からゼロとし、引き続く１箇ヶ月間は上司による段階的負荷の配慮）。

（３）健康基準
・仕事を続けても健康な状態を安定継続的に保っていられること。
・健康上の問題による業務への支障、及び業務による健康上の問題が発生するリスクがない、ないしは最小化されていること。

②　職場復帰後の再発防止

(2)　所属長
· 所属長は、「復職プログラム」に基づいて療養した職員が、職場復帰を検討する段階になった場合には、当該職員が復帰基準を満たすレベルまで職務遂行能力が回復しているか、また、法令や服務規程を遵守し、職場の風紀秩序を乱すことなく、周りの職員と協力して業務を遂行できる状態か、職員課やその他の関係者とともに判断する役割が求められます。
　また、復帰時点での職場の業務の状況や復帰後の担当業務等について、再度確認や指示するなど、復帰後に、適切な業務が遂行できるよう支援を行います。
· 職場復帰にあたっては、「復職プログラム」の復帰基準を満たし、通常勤務ができる状態まで職務遂行能力が回復していることが条件となります。そのため、所属長は、復帰後の職員に対して、業務の軽減等はせず、他の職員と同じように、通常の業務管理及び労務管理を行う必要があります。
　なお、職場復帰しても、職務遂行上の支障が生じていた場合は、メンタル不調が再発しているかどうかの判断をするのではなく、速やかに再度の療養に向けて対応する必要があります。

(3)　職員課
· 職員は、職場に復帰した後、職務に専念する義務が生じ、他の職員と同様にルールに従って職務に邁進することが求められます。そのため、心身の不調を繰り返さず、安定継続的に勤務できるよう、再発防止策に取り組む必要があります。なお、心身の不調の再増悪により職務遂行上の問題が生じた場合には、速やかに療養に専念することとします。
· 
· ２．所属長
· 所属長は、所属職員の労務管理や業務管理を行う必要があり、日頃から生産性の向上や働きやすい職場づくりなど、職場環境の改善に中心となって取り組む必要があります。
· また、所属長は、職員が業務遂行できてない場合、まずは指摘をする役割を担います。そのうえで、問題が解消されない場合には、職員課・産業保健スタッフと連携して問題の対処を図る必要があります。産業保健スタッフ等により、業務遂行上の支障の背景に心身の不調があるのではないかとの意見がある場合には、職員課と連携し、職員の安全健康確保のために、療養導入を前提として問題への対処をしなければならない心構えをしてください。
· 一方で所属長は、医療の専門家ではないので、医療的な知識や技術を前提とした医療的健康管理は求めません。所属長には、業務的健康管理として、業務上の問題解消や周りの職員の負担軽減、職員が復帰した際の適切な業務指示などの労務管理に専念し、職員に最も近い立場として適切な対応を取る役割があります。
· 
· （１）一次予防：心の健康の保持増進とメンタル不調の未然防止
· ①　日々の業務管理及び労務管理の徹底
· 所属長は、所属する職員の業務管理（業務分担や進捗状況の確認、指示など）や、労務管理（時間外勤務命令、労働時間の管理）を行います。勤怠の乱れや業務遂行に支障がある職員に対しては、速やかに職員の勤務状況を把握し、適切な指導を行います（体調そのものを把握しようとすることは求めていません）。
· また勤怠の乱れや業務遂行に支障がある職員に対して、自己判断で勝手にメンタル不調の存在を疑い、結果として適切な業務管理・労務管理が行えていない状況は、所属長としての役割を果たしているとは言えません。他の職員との公平性の観点からも速やかに対応することが求められますので、留意してください。なお、そうした職員において、有給休暇制度の不適切な運用（事後取得など）について、同様にメンタル不調を疑うがゆえに、適切に指導できていない場合が散見されます。たとえ、私傷病が背景にあったとしても、服務規程に沿って、適切に事前に申請・取得させるものであることにもとづく運用からの逸脱がないように留意してください。
· 
· ②　基本的な知識の習得、相談対応技能のスキルアップ
· 所属長は、所属する職員に対してメンタルヘルス研修会への参加を促すなど、職員自身によるメンタルヘルスに関する正しい知識や対処等の習得を支援します。また所属長自身も、一職員として、メンタルヘルスに関する基礎知識、コミュニケーションスキルや相談対応など知識の習得のための研修に参加するとともに、業務的健康管理を適切に運用できるよう労務管理・業務管理に関する、最新の基礎知識や対処方法等の必要なスキルの習得を図ることで、あるべき適切な対応を取ることができるように努めます。
· 
· ③　長時間労働の縮減と業務の効率化・平準化
· 所属長は、長時間労働が職員の健康に与える影響を考慮し、職場内の勤務状況やストレスチェックの集団分析結果を活用し、長時間勤務の縮減を図るとともに、業務の効率化、職員間の負担の平準化に取り組みます。なお、職員間の公平性に配慮する対応は、メンタル不調の一次予防としても大変重要なものであることも認識してください。
· 
· ④　職場環境改善への取り組み
· 生産性の向上や働きやすい職場づくりなどの職場環境の改善は、住民サービスの向上に資する上で大変重要です。また、公務能率の維持・確保のためには、負担の偏りが生じることがなく、職場全体の職員にとって働きやすい職場環境であることも必要です。そうした観点から、所属長は日頃から職場環境改善に取り組みます。
· 
· （２）二次予防：メンタル不調の早期発見・早期対応
· ①　不調者の早期発見と職員課との連携
· 所属長は、職員の通常勤務に支障が生じている場合は、職員と面接を行ない、まず支障が生じている旨について明確に当該職員に伝え、勤務上の問題点について注意指導を行います。職員の状況を把握する際には、医学的な視点に踏み込まないように注意するとともに、特に支障の生じている理由が疾病等であって仕方ないと当該職員が考えている場合には、速やかに職員課とも連携し、問題の解消を図るか、あるいはいったん療養に専念させて問題の解消は保留するべきかについて判断をします。それでも状況が改善しない場合には、当該職員の安全確保、市としての公務能率の維持・確保を図るために、職員課と連携して対応を行います。
· また、日々の業務管理や労務管理に取り組む中で、同じ指摘や注意指導を複数回繰り返しても改善しない職員がいる場合にも、同じく速やかに職員課と連携して問題の対処を図ります。こうした場合にあっては、指摘や注意指導を必ず続けるようにしてください。
· なお、通常勤務に支障が生じているにもかかわらず、一時的に業務量を軽減して様子を見るなどの自己判断による対応をとることは、本市の方針と整合しないだけでなく、安全配慮義務に違反するおそれもあります。所属長は、そのような対応を行う前に、職員課と連携した対応を行う必要があります。
· 
· ＜医療的な対応への注意＞
· 所属長は、医学的な知識やスキルがあるわけではないので、自己判断で私傷病を疑って対応することや、安易な受診勧奨などをしてはいけません。これらの対応は、場合によっては重篤な判断ミスや、疾病に対する差別的な取り扱いにも繋がりかねないため、一人で判断せずに、必ず職員課に相談し、連携して対応することが必要です。
· 
· ②　職員の健康状態の把握
· 所属長は、職員が相談しやすい環境や雰囲気を整え、職員からの自発的な相談に日常的に対応するよう努めます。なお、所属長が直接的に職員の健康状態そのものを把握しようとすることは、医学的な専門知識・スキル面で期待できるものではなく、またさまざまな副次的な問題を発生させることがあります。そのため健康状態の把握方法は、「通常勤務に支障を生じるような健康状態であるか、そうではないか」という、職員本人の認識を尋ねる方法を推奨します。仮に「通常勤務に生じるような健康状態である」との認識であれば、速やかに職員課および産業保健スタッフと連携して療養導入へと繋げ、一方で、回答が後者であり「通常勤務に支障を生じるような健康状態はない」との認識なのであれば、いったんは所属長として勝手に疾病等の存在を疑うのではなく、業務上の指摘、指導を行います。また後者の結果として、問題が解決、解消ない場合には、そのまま所属長のみによる対応を続けるのではなく、職員課および産業保健スタッフと連携して対応するものとします。なお、長時間勤務等により過労状態にある職員や強度の心理的負荷を伴う業務を経験した職員、個別相談が必要と思われる職員にも、上記と同様の方法で所属長からも声かけを行うことは差し支えありません。
· 
· 
· （３）三次予防：職場復帰・再発防止
· ①　復職プログラムに沿った対応
· 所属長は、「復職プログラム」に基づいて療養した職員が、職場復帰を検討する段階になった場合には、当該職員が復帰基準を満たすレベルまで職務遂行能力が回復しているか、また、法令や服務規程を遵守し、職場の風紀秩序を乱すことなく、周りの職員と協力して業務を遂行できる状態か、職員課やその他の関係者とともに判断する役割が求められます。
· また、復帰時点での職場の業務の状況や復帰後の担当業務等について、再度確認や指示するなど、復帰後に、適切な業務が遂行できるよう支援を行います。
· 
· ②　復帰した職員の業務管理及び労務管理
· 職場復帰にあたっては、「復職プログラム」の復帰基準を満たし、通常勤務ができる状態まで職務遂行能力が回復していることが条件となります。そのため、所属長は、復帰後の職員に対して、業務の軽減等はせず、他の職員と同じように、通常の業務管理及び労務管理を行う必要があります。
· なお、職場復帰しても、職務遂行上の支障が生じていた場合は、メンタル不調が再発しているかどうかの判断をするのではなく、速やかに再度の療養に向けて対応する必要があります。
· 
· ３ 職員課
· 職員課は、職員全体の労務管理を行う立場にあり、所属長だけでは判断や解決が難しい労務管理上の諸問題に対して助言や支援を行うことが求められます。また、メンタルヘルス不調に対する、「業務的健康管理」と「医療的健康管理」の視点は、冷静に計画を策定する場面においては極めて機能的に役立ちますが、一方で目前のケースの対応をしていて、やや冷静さを欠いている場面においては、知らないうちに「医療的健康管理」に偏ってしまうことがよくあることがわかっています。職員課は、当事者に対して、極端に寄り添いすぎるようなことなく、適切な距離を保ちながら、所属長の状況に対しても的確にフィードバックを行う役割があります。
· また、職場復帰プログラムの運用を中心的に担う立場にあり、職員がメンタル不調により病気休暇・休職する場合には、復職プログラムに沿った対応を取る必要があります。
· 一方で、所属長と同じく、医療の専門家ではないため、医療的な知識やスキルを前提とした対応ではなく、あくまで労務管理の視点から事態を整理して対応する必要があります。
· 
· （１）一次予防：心の健康の保持増進とメンタル不調の未然防止
· ①　職員自身によるストレス状態の把握の支援
· 職員課は、職員が自らのストレスを把握できるよう、年１回ストレスチェックを実施する機会を設け、個人の結果には、セルフケアの方法や医療機関、産業医等が行う相談窓口等の案内を掲載するなど、職員自身によるメンタルヘルス対策の一次予防を支援します。また、高ストレス者については、産業医の面接指導の周知を図ります。ただし、異動をはじめとする業務管理・労務管理に関することは、産業医の面接指導で取り扱う内容ではなく、また産業医にこうした裁量があるわけでもないことについて、誤った期待にもとづく面接指導の申し込みがないかどうか、申込みをした職員に対して、丁寧に確認をしたうえで、面接指導を産業医に依頼するという役割が求められます。
· 
· ②　長時間勤務による不調の予防
· 職員課は、時間外勤務を抑制するため、ノー残業デーの徹底を図ります。また、時間外労働の上限時間を超えた場合には、所属長に現状を分析し、改善を促すなどにより長時間勤務の抑制に努めます。
· なお、時間外勤務が1か月当たり100時間以上、または2～6か月平均で80時間を超えた職員には、産業医による面接指導を実施します。
· 
· ③　職員研修及び情報提供の活用
· 職員課は、メンタルヘルスに関する研修会等を開催し、情報提供を行います。特に、新規採用職員に対しては、メンタルヘルスの知識習得やコミュニケーション能力の向上に関する研修を実施します。所属長に対しては、労務管理・業務管理に関する研修を実施します。
· 
· ④　ハラスメント対策など働きやすい職場環境づくり
· 職員課は、職場等におけるハラスメントを防止するために、研修会の開催や参加促進、情報提供を行います。また、職場でのハラスメント等（疑いのあるものも含む。）に関する相談があった場合には、「○○市職員ハラスメント等の防止及び対応に関する指針」に沿って、関係者と連携し、適切に対応することとします。
· ハラスメントは一般的には、メンタルヘルス不調等の要因となると安易に考えられがちです。しかしながら「ハラスメントが原因」で、「健康障害が結果」であるとの職員からの相談に対して、前者である「ハラスメントが原因」かどうかについては、指針に沿って関係者が判断をするものであり、少なくとも産業保健スタッフは言及する権限を有さず、上記のように窓口を紹介するに留める慎重な態度が求められます。一方で、後者である「健康障害」に対してアドバイスをすることは産業保健スタッフの本来的役割であると言えます。職員課としては、こうした整理を的確に行った後に、産業保健スタッフに対して健康アドバイスのみを求めるよう勧奨することは差し支えありません。
· 
· ⑤　所属長の労務管理の支援
· 所属長が日々の労務管理を行う中で、勤怠の乱れや業務能率の低下、職場環境の悪化等について、所属長だけで対応することが難しい場合は、職員課が連携して、労務管理に関する助言や支援を行う必要があります。その際に、職員課は、労務管理の観点から助言・支援を行うことが重要であり、職員との物理的・心理的距離が近い所属長の状況を勘案して、冷静かつ客観的な視点を持つことを心掛ける必要があります。
· 
· （２）二次予防：メンタル不調の早期発見・早期対応
· ①　安全配慮義務の履行
· 職員が、職務遂行に支障が生じている状態であり、業務管理・労務管理による指摘・指導にもかかわらず改善せず、一方で繁忙期であること等を理由に、所属長が当該職員の業務の継続を望み、事後的に結果としてメンタルヘルス不調があったこと、あるいは悪化ことが判明することがあります（安全配慮義務の不履行）。
· 職員課は、職員に対する事業者としての安全配慮義務の履行を優先し、事後的にしかわからないメンタル不調があるかないかということを考える前に、業務遂行上の支障が、複数回の適切な指摘・指導によっても改善しないことを確認した場合には、速やかに療養させる必要があります。
· 
· ②　療養導入における中心的な役割
· 職員課は、職員が療養のため病気休暇・病気休職に入る場合、メンタル不調職員及び家族と面接し、「復帰支援プログラム」に沿った療養から職場復帰までの流れや手続きについて説明します。
· 
· （３）三次予防：職場復帰・再発防止
· ①　復職プログラムの運用と職場復帰の判断
· 職員課は、復職プログラムの運用にあたり所属長や産業保健スタッフと連携しながら、当該職員やその家族への対応を中心的に担う役割が求められます。また、当該職員が安心して療養できるよう職場への支援を行います。
· 
· ②　職場復帰後の職員のフォローアップ
· 職員課は、当該職員が職場に復帰した後は、職員の業務遂行状況や勤怠の状態等を把握し、再発防止の観点から職員や所属長に助言を行います。また、職場復帰後は、２箇ヶ月以内に１０割の労務基準に達しているか確認を行います。復帰後、再度、職務遂行上の支障が生じている場合は、所属長と連携して速やかに再療養に向けた対応を行う必要があります。

(4)　産業保健スタッフ

４ 産業保健スタッフ
産業保健スタッフは、職場における唯一の医療知識・スキルを有した専門職です。そうした立場から、メンタルヘルス対策に関して各関係者から相談等があった場合には、医療的な観点からの助言や支援を行います。
ただし、あくまでも大原則は満たせているという前提のなかでのみ、医療職の意見は採用する余地があります。具体的にいえば、「病状悪化のおそれがあるので療養が望ましい」という意見については、疑念を挟む余地はなく、療養導入をする方針で、関係者全員がこれを実現する必要があると言えるでしょう。一方で、医療職が「働ける」あるいは「配慮をすれば働ける」との意見を述べた場合、前者については、本質的に医学、医療は働けるかどうかの判断に寄与しえないことを関係者で確認し、当該医療職に通知すべきです。後者については、大原則としての完全な労務提供が可能であることを前提として、配慮の必要性について検討することはできても、配慮ありきで就業可能かどうかを判断するという順序での対応はできないことを、当該医療職に通知する必要があります（以上の整理をすると、医療職としてはこうした意見をすることについて、自ら慎重であることが最も望ましい態度であると言えます）。
産業医は、安衛法の定めに従って、職場環境の維持管理、健康相談、職場復帰及び職場適応の支援など職員の健康の保持増進を図るため、助言・指導を行う役割があります。なお労働安全衛生法に定められた勧告について、安易にこれを行使しようとする産業医もいますが、本来は、行使に先駆けて事業者との協議の機会をもつことなどが想定された制度であることも理解しておく必要があります。

（１）一次予防：心の健康の保持増進とメンタル不調の未然防止
①　職員からの健康相談の対応
· 産業保健スタッフは、職員から健康管理に関する相談があった場合、医学的な観点からの助言を行い、相談については、職員の主体性を尊重することを心掛けます。ただし、職場内の問題など人事労務に関する相談には対応できないため、職員課の紹介や相談窓口等の案内を行います。
· なお相談内容については、基本的に秘密事項となりますが、医学的な観点から直ちに療養すべきであると判断した場合には、たとえ本人の同意が得られなくても、適時に所属長や職員課と情報共有することを、産業保健スタッフは、事前に相談者に説明しておく必要があります。

· （２）二次予防：メンタル不調の早期発見・早期対応
· ①　早期療養の勧奨
· 産業保健スタッフは、業務上の支障の理由がメンタル不調によるものであると、支障が生じている職員自身が考えていることを知り得た場合や、産業医学的な観点や経験からメンタルヘルス不調の存在を疑う場合には、職員やその家族に対して、主に医学的な観点から療養が必要であり、就業継続が望ましくないことを、所属長や人事と連携して説明するとともに、必要に応じて療養の勧奨を行います。

· （３）三次予防：職場復帰・再発防止
· ①　復職プログラムの運用支援
· 産業保健スタッフは、復職プログラムの運用において、職員課を支援する役割を担います。特に、医学的な観点からの判断が求められる場面に必要な助言や支援を行います。

· ②　職場復帰後の職員の管理
· 産業保健スタッフは、職員が職場復帰後に、再度、職務遂行上の支障が生じている場合は、所属長や職員課と連携して、職員やその家族に対して主に医学的な観点から再度の療養が必要であることを説明し、再療養の勧奨を行います。
　
[bookmark: _Toc184976633]第６　個人のプライバシー保護及び不利益取扱いへの配慮
職員からの相談を受けた者は、そこで知り得た個人情報の取扱いに当たり関係法令等を遵守し、正当な理由なく他に漏らしてなりません。ただし、職員本人あるいは周囲の同僚等の、生命や身体の保護のために必要がある場合は、正当な理由に該当するため、速やかに関係各所と情報を共有し、連携して対応しなければならない例外にあたることも、同様に認識しておかなければなりません。
また、復職プログラムにおいて収集した業務管理や労務管理等で必要な情報は、あらかじめ定め等得れた関係者間で情報を遅滞なく共有し、認識の相違がないようにすることが重要です。
　
[bookmark: _Toc184976634]第７　主な相談窓口
１　職員が相談できる窓口
(1) 職場内への健康相談
・産業保健スタッフ（保健師・看護師）への相談
電話相談　0570-064-556　　
アドレス ●●●●●●●●●●●●@●●●.●●●●.lg.jp

[bookmark: _Hlk125389565](2) その他の相談先
・地共済こころの健康相談窓口（臨床心理士などによる面談カウンセリング）※県職員対象
電話受付　　月～金 9:00～21:00、土 9:00～16:00(日・祝日・12/31～1/3を除く)
※電話番号は配布されたリーフレットを参照、または各支部へ問い合わせ
Web受付　 24時間・年中無休

・こころの健康相談統一ダイヤル（電話をかけた所在地の公的な相談機関に接続）
　電話相談　0570-064-556　　
月～金 18:30～22:30（22:00まで受付）

・働く人の悩みホットライン（一般社団法人　日本産業カウンセラー協会主催）
　電話相談　03-5772-2183
　月曜日～土曜日　午後3時～午後8時 （祝日・年末年始除く）
　　　　
　２　職員・家族・職員課等が相談できる窓口
　・こころの耳（厚生労働省）
電話相談　0120-565-455（フリーダイヤル）
月曜日・火曜日 17:00～22:00 ／ 土曜日・日曜日 10:00～16:00　（祝日・年末年始除く）
※電話相談の他に、ＳＮＳ・メール相談可　　詳細　　https://kokoro.mhlw.go.jp/

[bookmark: _Hlk125389716]　３　所属長が相談できる窓口
・部下の労務管理上、問題が生じたときなど、職員課への相談
連絡先 ●●課●●係 直通●●-●●●● 内線●●●●
アドレス ●●●●●●●●●●●●@●●●.●●●●.lg.jp

・部下の変調を感じたときなど、産業保健スタッフ（保健師・看護師）への相談
連絡先 ●●課●●係 直通●●-●●●● 内線●●●●
アドレス ●●●●●●●●●●●●@●●●.●●●●.lg.jp

　４　所属長、産業保健スタッフ等が相談できる窓口（取組内容、対応方法等）
[bookmark: _Hlk118986497]・メンタルヘルス対策相談窓口（一般財団法人　地方公務員安全衛生推進協会　臨床心理士等）
①電話・オンライン相談受付 
電話番号　03-5213-4310（専用ダイヤル） 
受付日　　原則週２日（月・木曜日） 
受付時間　10:00～16:00（12:00～13:00を除く） 
※詳細　　https://www.jalsha.or.jp/schd/schd08（協会ホームページ）

②メール相談受付 
アドレス　menherusodan@jalsha.or.jp（専用アドレス） 
受付日　　全日
受付時間　24時間 

③相談員派遣 
窓口による相談内容等を踏まえ、必要な場合には相談員を派遣。
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